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令和２年９月第３回八街市議会定例会会議録（第６号）

…………………………………………………

１．開議 令和２年１０月２日 午前１０時００分

１．出席議員は次のとおり

１番 小 向 繁 展

２番 栗 林 澄 惠

３番 木 内 文 雄

４番 新 見 準

５番 小 川 喜 敬

６番 山 田 雅 士

７番 小 澤 孝 延

８番 角 麻 子

９番 小 菅 耕 二

10番 木 村 利 晴

11番 石 井 孝 昭

12番 桜 田 秀 雄

13番 林 修 三

14番 山 口 孝 弘

15番 小 髙 良 則

16番 加 藤 弘

17番 京 増 藤 江

18番 丸 山 わき子

19番 林 政 男

20番 鈴 木 広 美

…………………………………………………

１．欠席議員は次のとおり

なし

…………………………………………………

１．地方自治法第１２１条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり

○市長部局

・議案説明者

市 長 北 村 新 司

副 市 長 橋 本 欣 也

総 務 部 長 大 木 俊 行

総務部参事（事）財政課長 會 嶋 禎 人

市 民 部 長 吉 田 正 明
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経 済 環 境 部 長 黒 﨑 淳 一

建 設 部 長 市 川 明 男

会 計 管 理 者 髙 梨 富美子

水 道 課 長 海 保 直 之

・連 絡 員

総務部参事（事）秘書広報課長 鈴 木 正 義

総務部参事（事）総務課長 片 岡 和 久

…………………………………………………

○教育委員会

・議案説明者

教 育 長 加曽利 佳 信

教 育 次 長 関 貴美代

…………………………………………………

○農業委員会

・議案説明者

農業委員会事務局長 梅 澤 孝 行

…………………………………………………

○監査委員事務局

・議案説明者

監 査 委 員 事 務 局 長 柿 沼 典 夫

…………………………………………………

１．本会議の事務局長及び書記は次のとおり

事 務 局 長 日野原 広 志

副 主 幹 中 嶋 敏 江

副 主 幹 須賀澤 勲

主 査 嘉 瀨 順 子

主 任 主 事 今 関 雅

主 任 主 事 村 山 のり子

…………………………………………………

１．会議事件は次のとおり

○議事日程（第６号）

令和２年１０月２日（金）午前１０時開議

日程第１ 発議案の上程

発議案第４号から発議案第５号

提案理由の説明
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委員会付託省略、質疑、討論、採決

日程第２ 議案第１４号

委員長報告、質疑、討論、採決

日程第３ 議案第３号から議案第１３号、

議案第１５号から議案第１７号

委員長報告、質疑、討論、採決
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○議長（鈴木広美君）

ただいまの出席議員は２０名です。したがって、本日の会議は成立しました。

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は配付のとおりです。

日程に入る前に報告いたします。

最初に、１０月１日までの受理した陳情１件につきましては、その写しを配付しておきまし

た。

次に、市長の専決処分事項に指定されている報告１件が議長宛てに提出されましたので、そ

の写しを配付しておきました。

次に、監査委員から８月予算執行分に係る月例出納検査報告書と、各会計の決算審査意見書

が提出されましたので、その写しを配付しておきました。

次に、各常任委員会及び決算審査特別委員会付託事件について、各委員長から審査報告書が

提出されましたので、その写しを配付しておきました。

以上で報告を終わります。

日程第１、発議案の上程を行います。

発議議案第４号から議案第５号を一括議題とし、討論及び採決は分割して行いたいと思いま

す。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。

最初に、発議案第４号の提案理由を求めます。

○木村利晴君

おはようございます。発議案第４号について説明いたします。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求

める意見書の提出について、上記の議案を、次のとおり、八街市議会会議規則第１４条の規

定により提出いたします。

令和２年１０月２日提出。八街市議会議長鈴木広美様。

提出者、八街市議会議員、私、木村利晴、賛成者、八街市議会議員、石井孝昭議員、同じく

丸山わき子議員、同じく新見準議員、同じく木内文雄議員。

それでは、意見書（案）の朗読をもって、提案理由の説明とさせていただきます。

新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、わが国は、戦後最大の経済危機に直面してい

ます。地域経済にも大きな影響がおよび、本年度はもとより来年度においても、地方税・地

方交付税など、一般財源の激減が避けがたくなっています。

地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など、喫緊の財政需要

への対応はじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財源不足を生じ、こ
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れまでにない厳しい状況に陥ることが予想されます。

よって、国においては、令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実

に実現されるよう、強く要望します。

記

１ 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保するこ

と。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、

償還財源を確保すること。

２ 地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮で

きるよう総額を確保すること。

３ 令和３年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減収

補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾

力的に対応すること。

４ 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地

方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、

有効性・緊急性を厳格に判断すること。

５ とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する

見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として

講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであるが、地方の減収とな

る部分は持続可能な地方自治体財政運営のために確実に国庫補助金などにより対応し、実施

すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。

令和２年１０月、八街市議会議長、鈴木広美。

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大

臣、経済再生担当大臣、まち・ひと・しごと創生担当大臣あてでございます。

以上で、発議案第４号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、賛同

くださいますよう、お願い申し上げます。

○議長（鈴木広美君）

次に、発議案第５号の提案理由を求めます。

○小菅耕二君

おはようございます。発議案第５号について説明いたします。

新型コロナウイルス感染におけるＰＣＲ検査の拡充を求める意見書の提出について、上記の

議案を次のとおり、八街市議会会議規則第１４条の規定により提出いたします。

令和２年１０月２日提出、八街市議会議長鈴木広美様。

提出者、八街市議会議員、私、小菅耕二、賛成者、八街市議会議員、小髙良則議員、同じく

丸山わき子議員、同じく加藤弘議員、同じく山口孝弘議員、同じく桜田秀雄議員、同じく木

村利晴議員、同じく角麻子議員、同じく木内文雄議員。



－176－

それでは、意見書（案）の朗読をもって、提案理由の説明とさせていただきます。

新型コロナウイルスによる感染症は世界各地に急速に拡大し、多くの感染者や死者が発生し

ており、本市においても予断を許さない状況です。

このため、「八街市新型コロナウイルス感染症対策本部」を立ち上げ、迅速、かつ的確な対

策を講じているところではございますが、事態の収束が未だ見えない中、感染拡大を防止し、

市民の生命と健康を守るため、八街市議会も全力で協力をするとともに、早期の収束に向け

て努力しているところです。

感染者拡大防止の第一歩は、感染者の速やかな把握です。現在、感染経路は複雑化し、家庭

や職場等での感染が拡大しています。特に、医療や教育現場等において感染者を見逃した場

合には大きなクラスターを発生させ、急激な感染拡大を招く恐れがあります。

このことから、保健所職員を増員し、体制強化を図るとともに、保健所の認定する濃厚接触

者以外についても、感染発生時の状況に応じた行政検査対象者の認定拡大により、ＰＣＲ検

査の拡充を行うことを要望いたします。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。

令和２年１０月、八街市議会議長鈴木広美。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣

官房長官、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣あてでございます。

以上で発議案第５号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご賛同

くださいますよう、よろしくお願い申し上げます

○議長（鈴木広美君）

お諮りします。

ただいま議題となっています発議案第４号及び第５号は、会議規則第３７条第３項の規定に

より、委員会付託を省略し、直ちに、質疑、討論、採決を行いたいと思います。ご異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。

これから質疑を行います。

最初に、発議案第４号に対しての質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

質疑なしと認めます。質疑がなければ、これで質疑を終了します。

次に、発議案第５号に対しての質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

質疑なしと認めます。質疑がなければ、これで質疑を終了いたします。

これから討論を行います。
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最初に発議案第４号についての討論を許します。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

討論がなければ、発議案第４号の討論を終了いたします。

次に、発議案第５号についての討論を許します。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

討論がなければ、これで発議案第５号の討論を終了いたします。

これから採決を行います。

発議案第４号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税

財源の確保を求める意見書の提出についてを採決します。

この発議案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。発議案第４号は原案のとおり可決されました。

次に、発議案第５号、新型コロナウイルス感染におけるＰＣＲ検査の拡充を求める意見書の

提出についてを採決します。

この発議案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。発議案第５号は原案のとおり可決されました。

日程第２、議案第１４号を議題といたします。

地方自治法第１１７条の規定により加藤弘議員の退席を求めます。

（加藤弘議員退席）

○議長（鈴木広美君）

これから、常任委員長報告の後、委員長報告に対する質疑を行いますが、質疑の範囲は、委

員会の審査過程及び結果に対する質疑に限られ、議案の審議に戻るような質疑はできません

ので、ご了承願います。

常任委員長の報告を求めます。

山口孝弘文教福祉常任委員会副委員長。

○山口孝弘君

文教福祉常任委員会に付託されました案件７件につきまして、去る９月１６日に委員会を開

催し、審査をいたしました。審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりであ

りますが、議案第１４号は、加藤委員長が除斥の対象なので、審査に加わっていないため、

議案第１４号の審査の内容については、副委員長の私、山口から要約してご報告申し上げま

す。
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議案第１４号は、指定管理者の指定についてであります。８月２４日、２５日に開催した指

定管理者選定委員会において選定された候補者について、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、議会の議決を求めるものです。

審査の過程において、委員から、「今回、指定管理を受託しようとしている社会福祉協議会

の社会福祉法人の定款等に、受託する業務内容は記載されているのか」という質疑に対して、

「定款に記載されている業務内容に、そのほか法人の目的達成のため必要な事業と記載され

ているため、これに該当するものと考えております」という答弁がありました。

次に、「選定にあたっては、どういう選定基準とするのかのガイドラインを設定するものと

考えるが、どのような基準、プロセスで選定を行ったのか」という質疑に対して、「八街市

指定管理者制度導入ガイドラインに基づき、手続を行っています。今回、指定管理者の公募

を出すにあたり、その内容について、細かく仕様書や特記事項等、基本協定の案を提示し、

その内容を示しました」という答弁がありました。

次に、「今回、社会福祉協議会が指定管理者の候補に選定されましたが、審査にあたり５項

目の基準がありました。その中で、社会福祉法人が施設の効用を最大限に発揮し、利用者の

サービスの向上が図られるものであるという項目の配点が特に高かったが、この点について

の説明を」という質疑に対して、「確かに採点比率の中でも、高い割合を示しています。そ

の中の審査項目としては、利用促進に向けた取組、事業実施の取組、利用者に対してのサー

ビスの向上といった点が審査項目として示されており、それらの点について各事業所からの

プレゼンの中で、私どもで判断しました」という答弁がありました。

次に、「児童館が、子どもたちや保護者の居場所としてその役割を果たしていくには、そこ

で働く従業員をどのように確保していくのか。また、給与等の雇用条件について社会福祉協

議会と協議はされているのか」という質疑に対して、「今回、児童厚生員の資格を持った職

員を３名置くことが条件になっています。今回提出された事業計画の中では２名が正職、１

名が臨時職員となっています」という答弁がありました。

反対討論が次のようにありました。

「この議案は、児童館、老人福祉センター、南部老人憩いの家の３施設について、指定管理

者に社会福祉協議会を指定して運営を委ねようとするものです。本来は、この３施設は市が

責任を持って運営するべきものだと思います。

選考基準について、議案質疑の中で、児童と高齢者を社会福祉協議会が把握しているからと

いうような答弁がありました。しかし、児童館については、家庭の貧困や虐待、不登校、ひ

きこもりなどの困難を抱えている児童を早期に発見し、支援につなげ、健やかな成長の手助

けをする使命があります。そのためには、資格のある、専門的な職員を雇用する必要が必要

です。しかし、先ほどの答弁の中でも、働く人が長期に安定した働き方ができるとは限らな

い、こういうことが分かりました。

児童館と子育て世代包括支援センターや健康増進課、子育て支援課、教育委員会が常に緊密

に連携してこそ児童館の役割を発揮できます。市が責任を持ち、公正、かつ適正な運営をす
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ることを求め、議案に反対します」

次に、賛成討論が次のようにありました。

「今回、八街市児童館、八街市老人福祉センター及び八街市南部老人憩いの家の管理を一括

して指定管理者に行わせるということですが、指定管理者制度につきましては、公の施設の

管理の範囲を民間事業者まで広げることにより、住民サービスの向上を図るとともに、経費

の節減等を図ることを目的としている制度であり、施設の使用許可権限を与えることで、よ

り実態に合わせた管理運営が可能となることや、民間事業者等の能力が発揮できることで、

市民サービスの向上をはじめとする合理的な管理が望めるなどのメリットが期待されており

ます。

指定管理者の選定にあたっては、八街市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する

条例にのっとって、指定管理者選考委員会において、慎重に審議され、選定の詳細にあたっ

ては、八街市ホームページに公表し、安心できる管理・運営が行える候補者が選定されたも

のと考えます。

今後、施設運営において、指定管理者は、利用者へのアンケートを実施し、市民ニーズの把

握に努め、モニタリングによる各施設の設置目的に沿った管理運営の在り方について、行政

と共に継続的に検証を行うことで、適正な管理・運営をなされることを切に願います。

そして、中央公園を核として、その隣接に新築される児童館、また、改修工事により新たに

リニューアルされる老人福祉センターによって新たなにぎわいを生み、子どもたちや高齢者、

そして市民にとっての安心・安全な居場所となることを願いまして、私の賛成討論といたし

ます」

採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。

以上、文教福祉常任委員会に付託されました、議案第１４号に対する審査の結果について、

ご報告申し上げました。何とぞ当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願い

いたしまして、委員長報告を終わります。

○議長（鈴木広美君）

次に、文教福祉常任委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

質疑なしと認めます。

これで文教福祉常任委員長報告に対する質疑を終了いたします。

これから討論を行います。

議案第１４号についての討論を許します。討論はありませんか。

最初に、反対討論の発言を許します。

○京増藤江君

それでは、議案第１４号、指定管理者の指定について反対討論をいたします。

この議案は、児童館、老人福祉センター、南部老人憩いの家の３施設について、指定管理者
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に社会福祉協議会を指定し、運営を委ねようとするものです。本来、この３施設は市が責任

を持って運営すべきものと思います。

選考基準について担当課は、児童と高齢者を社会福祉協議会が把握しているからとしていま

す。しかし、児童館については家庭の貧困や虐待、不登校、ひきこもり等の困難を抱えてい

る児童等を早期に発見し、支援につなげ、健やかな成長の手助けをする使命があります。そ

のためには、資格のある専門的な職員を安定的に雇用することが必要です。

しかし、専門家として児童厚生員を２名雇用するものの、正規職員は１名、臨時職員は１名

です。また、雇用期間は指定管理者指定期間の３年間であり、その後の保証はないことが明

らかになりました。継続した雇用が保証されてこそ、専門家としての力量を存分に発揮でき

ます。

児童館と子育て世代包括支援センターや子育て支援課、教育委員会等が常に緊密に連携して、

児童館としての役割を果たすことができるように、市が責任を持ち、公正、かつ適正な運営

を求め、議案第１４号に反対いたします。

○議長（鈴木広美君）

次に、賛成討論の発言を許します。

○小菅耕二君

議案第１４号、指定管理者の指定について、賛成の立場から討論させていただきます。

今回、八街市児童館、八街市老人福祉センター及び八街市南部老人憩いの家の管理を一括し

て指定管理者に行わせるということですが、指定管理者制度につきましては、公の施設の管

理の範囲を民間事業者まで広げることにより、住民サービスの向上を図るとともに、経費の

削減を図ることを目的としている制度であり、施設の使用許可権限を与えることで、より実

態に合わせた管理運営が可能となることや、民間事業者等の能力が発揮できることで、市民

サービスの向上をはじめとする、合理的な管理が望めるなどのメリットが期待されておりま

す。

指定管理者の選定にあたっては、八街市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する

条例にのっとって、指定管理者選考委員会において慎重に審議され、選定の詳細にあたって

は、市ホームページに公表し、安心できる管理運営が行える候補者が選定されたものと考え

ます。

今後、施設運営において指定管理者は利用者へのアンケートを実施し、市民ニーズの把握に

努め、モニタリングによる各施設の設置目的に沿った管理、運営の在り方について行政とと

もに、継続的に検証を行うことで適正な管理、運営をなされることを切に願います。

そして、中央公園を核として、その隣接に新築される児童館、また、改修工事により新たに

リニューアルされる老人福祉センターによって新たなにぎわいを生み、子どもたちや高齢者、

そして、市民にとっての安心・安全な居場所となることを願いまして、私の賛成討論といた

します。

○議長（鈴木広美君）
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ほかに、討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

討論がなければ、これで議案第１４号の討論を終了いたします。

議案第１４号、指定管理者の指定についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに、賛成

の議員の起立を求めます。

（起 立 多 数）

○議長（鈴木広美君）

起立多数です。議案第１４号は、原案のとおり可決されました。

加藤弘議員の入場を求めます。

（加藤弘議員入場）

○議長（鈴木広美君）

日程第３、議案第３号から議案第１３号、議案第１５号から議案第１７号を一括議題としま

す。

これから、常任委員長報告及び決算審査特別委員長報告の後、委員長報告に対する質疑を行

いますが、質疑の範囲は委員会の審査過程及び結果に対する質疑に限られ、議案の審議に戻

るような質疑はできませんので、ご了承願います。

常任委員長の報告を求めます。

最初に、木村利晴総務常任委員長。

○木村利晴君

総務常任委員会に付託されました案件１件につきまして、去る９月１５日に委員会を開催し、

審査いたしました。審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりでありますが、

審査内容について要約し、ご報告申し上げます。

議案第４号、令和２年度八街市一般会計補正予算のうち、当委員会に付託されましたのは、

第１表歳入歳出予算補正の内歳入全款、歳出１款議会費、３項を除く２款総務費、８款消防

費、第３表地方債補正１変更についてです。

審査の過程において委員から、歳入において、「地方交付税が令和元年度よりも約１億円の

増となる見込みと思われる。増となった要因はどう分析しているのか」という質疑に対して、

「歳入は当初の見込みよりも伸びていますので、歳出の高齢者の関係の保健福祉費や、今年

から新規に加わった地域社会再生事業などの増額が大きな要因ではないかと考えています」

という答弁がありました。

次に、「臨時財政対策債の償還のための財源の確保は」という質疑に対して、「臨時財政対

策債は、形式的には１００パーセントを交付税で措置してくれることになっています。ただ、

この金額が増えたからといって現金が交付されるというわけではなく、歳入歳出で八街市と

して不足するであろうものを交付税として交付しますという机上の計算結果になりますが、



－182－

一応、交付税で措置をされます。

これとは別に、今回の補正予算でも地方債を交付税の措置がつくものに組み替えるなど、同

じ起債でも財源措置のあるものをなるべく借りる形にしていきます。それに加えて、市税の

徴収については、これまで以上に悪質な滞納者への対策をして、財源を確保することは必要

になると考えています。また、これから様々な事業を行うかと思いますが、国や県を注視し、

財源を見つけながら実行していきたいと思います」という答弁がありました。

次に、「国庫支出金の生活困窮者自立支援事業負担金は、今年度、合計するとどのくらいの

合計金額になるのか」という質疑に対して、「４月から６月までのおおむねの申請実績と延

長申請実績から、再延長の状況も鑑み、最大９か月分の延長申請を見込み、４月から６月が

１千２９２万６千４００円です。７月から３月までについては、３人から５人世帯の月額支

給額４万８千４００円、最長９か月の申請が月２０件あると仮定し、４千３５６万円となり

ますので、合計５千６４８万６千４００円の４分の３で、補助金額は４千２３６万４千８０

０円程度と見込んでいます」という答弁がありました。

次に、「住宅確保給付金の実際の申請者数の実績は」という質疑に対しまして、「申請者数

は８月末で５７名、うち支給決定者数は５２名です」という答弁がありました。

次に、「社会保障・税番号制度システム整備費補助金とはどのような内容の整備をするの

か」という質疑に対して、「令和元年５月に公布されたデジタル手続法において、国外転出

者によるマイナンバーカード・電子証明書の利用実現を図ることを目的とした住民基本台帳

システム及び戸籍附票システムの改修費、並びに戸籍法の一部改正により、本籍地以外の市

区町村においても戸籍データを参照することができるようにし、戸籍届出における添付書類

の簡素化を図ることや、市民が自ら父母等の戸籍を本籍地以外の市区町村でも請求できるよ

うに、戸籍関係の情報連携のための戸籍システム改修費による補助金です」という答弁があ

りました。

次に、「このシステム改修によって、どの程度の利用が期待されるのか」という質疑に対し

て、「外務省が公表している海外在留邦人の人数は、２０１８年のデータでは１３９万人と

公表されています。そういう方々の利便性の向上として、具体的に例を挙げますと、休眠化

している土地の所有者の探索や、長期間日本を離れていた方が帰国した場合に、銀行等の休

眠預金の活用、自動車の廃車や譲渡時の同一人物の証明など、多方面に活用が想定されます。

また、全国民において、戸籍法の改正により、本籍地以外の場所においても、自身や父母等

の戸籍謄本が取れるようになります」という答弁がありました。

次に、「ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金４１６万９千円とありますが、これはどの

ような内容であり、どのような方々が対象となるのか」という質疑に対して、「１１月１日

の受診分から、ひとり親家庭等の医療費の助成制度が変わることに伴う県からの上乗せ分の

補助金です。これまでの制度では、医療機関で一旦自己負担分の医療費の全額をお支払いい

ただき、翌月以降に助成分を受領する償還払い方式から、医療機関で助成後の負担額を支払

う現物給付方式へ変更となるものです。
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また、これまでは本人の負担額の通院、調剤費については、レセプト１件あたり１千円で

あったものが、見直し後については、通院１回につき３００円、調剤は無料、入院について

は１日あたり３００円となります。対象者は、令和２年９月１日現在で６３５世帯、子ども

の数が９２１人が対象になるものと考えております」という答弁がありました。

次に、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金について、こういった補助金の活用の場合、

複数の補助金に申し込むことはできなかったのか」という質疑に対して、「老人福祉セン

ター関係の改修の補助金ですと、対象となる補助金がほとんどない状況です。この二酸化炭

素排出抑制対策事業費補助金は、施設の改修内容に合致しているということで応募しまし

た」という答弁がありました。

反対討論が次のとおりありました。

「議案第４号、令和２年度八街市一般会計補正予算に対して、反対討論するものです。この

補正では、昨年の台風被害による施設復旧事業、復旧補助金、あるいは、ひとり親家庭に対

する医療費助成の県補助金、また、生活困窮者生活自立支援事業国庫負担金などが計上され

ております。１日も早い復旧と生活安定を願うものです。

国、県のコロナ対策への約５千万円の補助金が計上されているわけですが、この補正予算の

中では１億円の減額補正をしながら、これからインフルエンザ、新型コロナの同時流行がさ

れている中で、この備えの市独自の措置が取られていないことが大変問題であると思います。

佐倉市、白井市ではＰＣＲ検査費用の確保等を進めています。市民の不安に応える市政運営

を求めるものであります。

そして、今一つは、マイナンバーカードへの国庫補助金９９３万３千円が計上されている問

題です。昨年、消費税増税を機にマイナンバーカードの普及率を上げるために、プレミアム

付き自治体ポイント事業を導入しましたが、多額の国費を投入しても国民の不安や心配は取

り除けません。国民が心配する個人情報の漏えいやカードの紛失、盗難など問題があるマイ

ナンバーカードの普及を強引な形で進めようということ自体、問題であると思います。今回

のシステム整備事業費の計上に反対するものであります」

採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。

以上、総務常任委員会に付託されました案件に対する審査の結果について、ご報告申し上げ

ました。何とぞ当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願いいたしまして、

委員長報告を終わります。

○議長（鈴木広美君）

ここで総務常任委員長報告に対する質疑を許します。

○桜田秀雄君

ただいま詳しい審議内容を報告していただきまして、ありがとうございました。この後、採

決の参考資料とさせていただきます。

ところで、経済建設委員会は、今回から委員長報告は本人が行うということになったんです

が、この報告書は当然木村委員長が作ったものと思いますけれども、その辺をお伺いできま
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すか。

○議長（鈴木広美君）

報告書に関する質問ということですか。

○桜田秀雄君

そうです。経過ですから。経過も含めてですから。

○議長（鈴木広美君）

経過を含めての委員長の報告書に関する質問ということで、木村委員長、いかがですか。

○木村利晴君

質問にお答えいたします。

私一人ではありません。事務局の協力をいただきまして、事実に基づいた報告を正確に行い

たいと思いまして、それを、責任を持って私が報告いたしました。

○桜田秀雄君

ありがとうございます。

それでは、何点か質問させていただきます。

補正予算書の財産管理費の中で、フロアマネジャー業務１５６万５千円、これが減額とあり

ます。担当者は、一生懸命来庁者の皆さんのために案内業務にあたっておられるわけでござ

いますけれども、決してよい待遇ではないんだろうと私は思っております。

報告には含まれておりませんでしたけれども、提案の理由はどのような内容であったのか。

また、それに対して質疑応答はあったのか。あったとしたらその内容についてご報告を願い

たいと思います。

○議長（鈴木広美君）

内容についての答弁はできませんが、進行上の内容については、木村委員長、いかがですか。

審議には戻れませんので。

○桜田秀雄君

委員長報告は、それを基に各議員が最終意思決定をすると、そういうものでございますから、

報告の中に漏れていれば、やはり自分が疑問を持っている点というのは、当然あるわけです。

当然議案の提案には、説明は当局からあったものと思います。なければ、提案になりません

から。その提案内容をお聞きしたいと。同時に、それに対して質疑応答があったのであれば、

その内容についてもご報告を願いたい。審議に戻るわけではございません。

○議長（鈴木広美君）

フロアマネジャーの今の内容についての審議が委員会の中で執り行われたかどうかというこ

とですか。

○桜田秀雄君

そうです。

○議長（鈴木広美君）

これはたしか執り行われて、入っていますね。
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今の内容について確認を取りたいと思いますので、しばらく休憩をさせてください。内容の

真偽が誤ってはいけませんので、よろしくお願いいたします。

（休憩 午前１０時４５分）

（再開 午前１０時５０分）

○議長（鈴木広美君）

それでは再開します。

ただいま桜田秀雄議員よりの質疑に対しまして、木村総務常任委員長より発言をお願いいた

します。

○木村利晴君

先ほどの桜田議員の質問に対して、上程されている議案に対しましては、もう審査されてい

るというふうに理解しておりますので、意見があってもなくても、これは皆さんが理解して

審査しているというふうに判断しておりますので、ご理解願いたいと思います。

○桜田秀雄君

この種の質疑は前にもありまして、一応そのときは委員長は、「ありませんでした」という

ことで終わっておりますけれども、一応これで質疑を終わります。

○議長（鈴木広美君）

ほかに質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

質疑がなければ、これで総務常任委員長報告に対する質疑を終了します。

次に、加藤弘文教福祉常任委員長。

○加藤 弘君

文教福祉常任委員会に付託されました案件７件につきまして、去る９月１６日に委員会を開

催し、審査いたしました。審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりであり

ますが、審査内容について、私からは６件について要約してご報告申し上げます。

議案第３号は、八街市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてです。この条例

改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改

正による個人番号の通知カードの廃止に伴い、通知カードの再交付手数料を廃止するもので

す。

審査の過程において委員から、「再交付の手数料を廃止する理由はどのようなものか」とい

う質疑に対して、「転居時等に必要な通知カードの記載事項の変更手続が、住民及び市町村

職員の双方に負担になっており、通知カードの廃止を求める要望があったため、法令で廃止

になったこと。また、社会のデジタル化を進める観点から、紙製の通知カードから公的個人

認証の電子証明が搭載されたマイナンバーカードへの移行を早期に促していく観点から行わ

れたものです」という答弁がありました。

次に、「促す観点であれば、再交付の手数料が発生することによりマイナンバーカードへの
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切替えを促せるなど、廃止するというのは発想が逆なのではないか」という質疑に対して、

「通知カードの再交付自体を国がやめるということから、手数料条例を改正するものです」

という答弁がありました。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第４号、令和２年度八街市一般会計補正予算のうち、当委員会に付託されましたのは、

第１表歳入歳出予算補正のうち、歳出２款総務費の内３項、３款民生費、４款衛生費の内１

項１目から４目、９款教育費、第２表債務負担行為補正１追加についてです。

審査の過程において委員から、歳出２款では、「現状の市内のマイナンバーカードの普及率

は」という質疑に対して、「令和２年８月３１日現在で、１万４千２１９枚。率としては２

０．５パーセントです」という答弁がありました。

次に、「市内のマイナポイントの申込状況は」という質疑に対して、「ご自身でのオンライ

ン申込分は市では把握していませんが、市民課窓口での申込人数は３０名です。また、市役

所玄関ロビーにマイナンバーカードを使用してのマイナポイント申込の専用窓口を設けた７

月から８月までの人数では、マイナポイントの相談にみえた８９２名のうち、５８５名の方

がマイナポイントの予約、またはキャッシュレス決済サービスを申し込まれました。ご自身

でのオンライン申込分は含まれていないので、実数とは違いますが、本市のマイナンバー

カード所有者１万４千２１９人の約４パーセントがマイナポイントの申請を行っています」

という答弁がありました。

次に、歳出３款では、「老人福祉センターの整備事業費の補助金が不採択になった理由は」

という質疑に対して、「事業実施主体から不採択になった詳しい理由の説明はありませんが、

外部識者の意見を踏まえた審査を行った結果、不採択と聞いています。また、今回は応募数

がかなり多く、二次募集もないと聞いています」という答弁がありました。

次に、「１８節の私立保育園、私立認定こども園感染症対策事業費補助金について、この事

業の補助対象と補助率は」という質疑に対して、「新型コロナウイルスの感染症予防対策と

して購入した物品が対象となります。保育園で購入したものについて例を挙げますと、空気

清浄機、体温計、マスク、消毒液、除菌用ティッシュ、乾燥殺菌装置、密を避けるための園

児用のテーブル等です。また、補助率は１０分の１０となっております」という答弁があり

ました。

次に、「新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、幼児ことばの相談室、地域生活支援事

業等の報償費と委託費が減額になったのは分かるが、この間に対象者の方にどのような対応

を行ったのか」という質疑に対して、「幼児ことばの相談室のグループ指導については、感

染拡大防止のため、やむを得ず中止としましたが、個別指導で対応しております。また、電

話相談も受けております。地域生活支援事業費の中の精神保健福祉士の派遣業務については、

成田地域生活支援センターで電話受付をしています。また、障がい福祉課には精神保健福祉

士と社会福祉士の資格を持った職員が在籍していますので、個別に対応をしております」と

いう答弁がありました。
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次に、「生活困窮者自立支援事業費について、住居確保給付金は１か月あたりどれくらいの

申請があるのか」という質疑に対して、「月別の支給決定者は、４月が４名、５月が１９名、

６月が１３名という状況です。７月から３月までは月２０件程度の見込みで計上していま

す」という答弁がありました。

次に、歳出４款では、「保健衛生費については、新型コロナウイルス感染症拡大の中、市民

の健康、命を守るための補正予算や、そのための議論はなかったのか」という質疑に対して、

「８月に開催された臨時議会でも幾つかの施策を提案しています。その中には国の補助金だ

けでは足らず、市の一般財源を充当して事業展開をしてきたところです。今回の予算補正に

ついては、減額の予算計上が主なものになっていますが、新型コロナウイルス感染症の影響

等により、各事業、各行事等で既に中止や減額が確定しているものを中心的に補正していま

す。今回の補正の減額による原資の中で、今後、取り組める事業については検討してまいり

ます」という答弁がありました。

次に、「健康診査委託料について、今回大きな減額になっているが、受診したい人が全て受

診できたのか。また、受診できなかった人が今後受診する機会があるのか」という質疑に対

して、「今回、減額していますが、現在、実施済の子宮頸がん検診で比較をしてみますと、

昨年の受診者数が１千３５人であったところが、今回の実施済の集団検診の受診済の人数が

１千１人であることから、ほぼ同数の人数が受診できているところです。また、これは完全

予約制にして日数を２日増やし、密を避ける対策を取った上で受診をしていただいています。

今後もなるべく受診できる人数が少なくならないような対策を取って行っていきたいと思い

ます」という答弁がありました。

債務負担行為では、「保育園人材派遣業務について、本来であれば正規職員で対応すべきか

と考えているが、人材派遣で対応する理由は」という質疑に対して、「担当課としては、正

規職員の保育士を要望しているところですが、市として人員的制限があるため、それも難し

い状況ということなので、保育に支障を来さないために、保育士、看護師の人材を確保する

ため、今回の債務負担行為を設定したものです」という答弁がありました。

次に、「保育人材派遣業務の保育士、看護師の内訳は」という質疑に対して、「保育士が９

名、看護師が３名です」という答弁がありました。

次に、「胃がん・大腸がん・肺がん検診業務について、それぞれ予定している対象の人数

は」という質疑に対して、「胃がん検診が６千５００名、大腸がん検診が８千９００名、肺

がん結核検診が１万２千１００名を予定しています」という答弁がありました。

次に、「外国語指導助手派遣業務の予定している人数は」という質疑に対して、「９名を予

定しています」という答弁がありました。

反対討論が次のとおりありました。

「補正予算では、生活困窮者自立支援事業費で住居確保給付金で約４千７８６万円の増額、

ひとり親等医療費の拡充、私立保育園等に対し、感染症対策事業補助金が計上されています

が、市独自の新型コロナウイルスの感染拡大防止策がないのは問題です。４款１項の保健衛
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生費では１千１６４万２千円の減額補正となっていますが、佐倉市や白井市のように、本市

においても防疫的なＰＣＲ検査費用の確保を求めます。

次に、社会保障・税番号制度システム整備業務９９３万３千円についてです。政府は、今年

７月までにマイナンバーカードの取得枚数を４千万枚と想定していましたが、７月２０日時

点で２千２２８万枚に留まっています。２０１６年からマイナンバーカードの交付が始まっ

てから、令和２年８月３１日現在、１万４千２１９枚で、２０．５パーセントの普及率です。

マイナンバーカードの取得を進めるため、政府は公務員と家族の取得状況を調査したり、マ

イナンバーカードを持つ人が買物などで使えるポイント還元事業、マイナポイントを導入し

ました。社会保障・税番号制度に対する情報の漏れなどの国民の不安を解消することもなく、

政府は事業を促進しており、今回のシステム整備事業費に反対するものです」。

採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第５号は、令和２年度八街市介護保険特別会計補正予算についてです。

審査の過程において委員から、「地域介護・福祉空間整備事業補助金の非常用発電設備整備

の設置事業者はどこになるのか」という質疑に対して、「それぞれまだ補助事業の内示は出

ておらず、確定している事業ではありませんが、グループホームはつらつ宮の原、小規模多

機能居宅介護事業所ゆるるかの２事業所から要望が挙がっています」という答弁がありまし

た。

次に、「地域介護福祉空間整備事業補助金の非常用発電設備整備について、非常用発電設備

について、どこの施設にも必要かと思うが、まだ設置されていない施設はあるのか」という

質疑に対して、「非常用設備ということで、必要な設備であり、大規模事業所については整

備はされていますが、小規模の事業所については整備が済んでいないところもあるかと思い

ます」という答弁がありました。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第１５号は、八街市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてです。これは、千葉県ひとり親家庭等医療費等助成事業実施要綱の一部改正

に伴い、償還払い方式から現物支給方式への切替え等のための所要の改正をするものです。

審査の過程において委員から、「ひとり親家庭の対象者数は」という質疑に対して、「令和

２年９月１日時点で、６３５世帯。子どもの数は９２１人です。その中で所得が高い６７世

帯、子どもの数８２人を除くと、５６８世帯、子どもの数が８３９人になります」という答

弁がありました。

次に、「健康保険法に基づく保健医療機関の指定以外の医療機関で受診した場合の支払いは

どうなるのか」という質疑に対して、「指定以外の医療機関では現物支給方式ではなく、償

還払い方式になります」という答弁がありました。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第１６号は、八街市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につ

いてです。これは、新型コロナウイルスに係る傷病手当金の支給について、国民健康保険に
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加入している被用者が、令和２年１０月１日から同年１２月３１日までの間に感染して労務

に服せなかった場合においても、同様の支援の対象とすることとした通知が厚生労働省から

示されたことから、所要の改正を行うものです。

審査の過程において委員から、「国民健康保険加入の被用者のみが対象だが、雇用主にも適

用するという意見は市長会等で出ているのか」という質疑に対して、「そういう話は出てい

ないと思われるので、あくまで被用者のみを対象とするものと認識しています」という答弁

がありました。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

議案第１７号は、八街市立小中学校ＧＩＧＡスクール構想タブレット型ＰＣ端末購入に係る

契約の締結についてです。この契約は、一般競争入札の結果、東日本電信電話株式会社が、

３億８千８１８万２千３５５円で落札したので、地方自治法第９６条第１項第５号の規定に

より、契約の締結について議会の議決を求めるものです。

審査の過程において委員から、「予定価格に対する落札金額の率は」という質疑に対して、

「９６．４パーセントです」という答弁がありました。

次に、「今回導入したパソコンについて、なぜこのＯＳを選んだのか」という質疑に対して、

「今回導入したＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋのＯＳについてですが、クラウド型のＯＳですので、

ＷｉｎｄｏｗｓのＯＳと比べて、起動するまでの時間が非常に短いため、起動後すぐに使用

できます。児童、生徒が使いこなしていくにはＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋの方が優れていると判

断し、選定しました」という答弁がありました。

次に、「セキュリティーについてはどうなっているのか。」という質疑に対して、「ウイン

ドウズ型だとパソコンの中に個人情報が入っているということがありますが、クラウド型な

のでネットの中に情報を保管することから、セキュリティーについては安全かと思います」

という答弁がありました。

次に、「生徒、児童の自宅のネット環境、パソコンの有無によって理解度に差ができてしま

い、置いてきぼりにならないように、対策等はどのように考えているのか」という質疑に対

して、「子どもたちは、今回、初めてタブレット等の端末に触れるわけではなく、タブレッ

ト型のパソコンを使って、学校でも１日に１回程度は学習をしたり、カメラを撮ったりと

いった様々な学習をしています。自宅に持っていなくても、学校でその学びを保証していく

ことを優先に考えています。これから検証を積んで、子どもたちが誰でも端末を利用できる

ようにしていきたいと考えています」という答弁がありました。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。

以上、文教福祉常任委員会に付託されました案件に対する審査の結果について、ご報告申し

上げました。何とぞ当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願いいたしまし

て、委員長報告を終わります。

○議長（鈴木広美君）

ここで、文教福祉常任委員長報告に対する質疑を許します。
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○桜田秀雄君

委員会を傍聴すればよかったんですが、報告にもございませんでしたので、１点だけお伺い

をいたします。

補正予算、社会教育費、青少年健全育成費の中の通学合宿寝具等賃借料、これが６万４千円

ほど減額をされております。通学合宿寝具とはどういう経費なのかよく分からないんですが、

提案の中での説明はあったのでしょうか。

○議長（鈴木広美君）

今の質疑に関しましては、また審議に戻るような内容になろうかと思いますが。今、委員長

報告ということで、要約して説明をしております。細かい項目についての審議をする場では

ございませんが、審議に戻るような内容ではないというふうに判断しますが。

○桜田秀雄君

それでは、この後、私は所属外ですから、本来は傍聴すればいいわけですけれども、所属外

ですから、自分が分からない点はどうだったのか、それで、あったのかなかったのかをお聞

きしているんです。

○議長（鈴木広美君）

審議があったのか、なかったのかという。

○桜田秀雄君

ええ。もしあったのであれば、記憶にあれば、その内容もお聞きしたい。

○議長（鈴木広美君）

先ほども総務常任委員会等でもあったように、審議はされた、されないということで、審議

は行っているはずなので、それを一つ一つ、ここでまた審議をするような進行はできないよ

うに私は判断をいたしますが。

○桜田秀雄君

委員長報告は、セレモニーでやっているわけじゃないんですから。ね。やはり僕らがこの後

の採決に参考にしたいと、そう思っているわけですから、もし分かる範囲でお答えを願いた

いと思います。

○議長（鈴木広美君）

それでは、加藤委員長、分かる範囲でよろしいですか。

○加藤 弘君

審議は委員会の中ではしましたけれども、この案件については質疑はありませんでした。

○桜田秀雄君

分かりました。終わります。

○議長（鈴木広美君）

ほかに質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）
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なければ、これで文教福祉常任委員長報告に対する質疑を終了します。

会議中ではありますが、ここで１０分間の休憩といたします。

（休憩 午前１１時１７分）

（再開 午前１１時２５分）

○議長（鈴木広美君）

それでは再開します。

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、角麻子経済建設常任委員長。

○角 麻子君

経済建設常任委員会に付託された案件３件について、去る９月１７日に委員会を開催し、審

査をいたしました。審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりでございます

が、審査内容について要約してご報告いたします。

まず、議案第４号、令和２年度八街市一般会計補正予算のうち、当委員会に付託されました

のは、歳出４款衛生費の内１項５目及び２項、５款農林水産業費、６款商工費、７款土木費

についてです。

審査の過程において委員から、歳出４款では、「ごみ処理場の精密機能検査の内容は」とい

う質疑に対して、「ごみ処理施設には様々な精密機能がありますので、３年に一度は検査が

義務付けられています。様々な精密機械の検査をしながら、性能を維持していきなさいとい

う法定検査となります」という答弁がありました。

歳出５款では、「農業用ハウス強靱化緊急対策事業費の減額の理由は」という質疑に対して、

「予算要望時、昨年の台風の混乱の中にあったので、要望があった各農家からの見積書が間

に合わず、概算での予算要求となりました。今回、事業費が確定したことにより予算の減額

を行いました」という答弁がありました。

次に、「八街市のパイプハウスの数は何棟くらいあるのか。そのうち、助成を受けられた棟

数はどのくらいあるのか」という質疑に対して、「２０１５年農業センサスから換算します

と、市内のパイプハウスは３千から３千２００棟と見込んでいます。昨年の台風で被害を受

けたパイプハウスで再建やビニールの張り替え、軽微な修繕を合わせると２千２００棟くら

いのパイプハウスの修繕が見込まれています」という答弁がありました。

次に、「被災農業施設復旧等支援事業により、復旧を希望するパイプハウスは全てカバーし

ていけるのか」という質疑に対して、「今回、増額の予算補正を行った被災農業施設等復旧

支援事業は、県が新たに追加した事業で、国の補強支援事業の対象とならない農家を対象に

した事業です。これにより、パイプハウスの補強を希望している農家のほとんどが補強事業

を受けられると考えています」という答弁がありました。

次に、「農業用ハウス強靱化緊急対策事業費のもともとの予算額は幾らだったのか」という

質疑に対し、「もともとの予算額は３３０万円です」という答弁がありました。

次に、「産業まつりの事業費について、産業まつりの中止により減額ということだが、来年
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に向けて何か八街市の産業を応援するような、または、来年度に向けた企画等は検討が始

まっているのか」という質疑に対して、「今回の産業まつりについては、実行委員会の中で

中止が決定したため、減額しました。今後については、新型コロナウイルスの感染拡大の状

況を見ながら検討していきたいと思います」という答弁がありました。

歳出６款では、「農業体験ツアーや落花生まつりなど、中止になったイベントの予算が減額

になっているが、来年に向けて少しは何か実施してもよいのではないか」という質疑に対し

て、「今年度は、新型コロナウイルス感染症によって、様々な行事が中止となり、今回の減

額補正になりました。来年度に向けては、農林水産業費の中の産業まつり、商工費の中の落

花生まつり、その他の事業についても実行委員会や関係団体と十分に協議しながら、また、

新型コロナウイルス感染症等の状況も十分に踏まえて、開催に向けて検討を進めてまいりた

いと思っています」という答弁がありました。

歳出７款では、「道路新設改良費について、当初予定されていた事業に対して、どのくらい

規模が縮小しての実績になるのか」という質疑に対して、「国からの交付金については配分

率が低下しており、大変厳しい状況です。今年度は交付金ベースで１億２千万円程度の受入

れを予定して要望していましたが、４千６００万円程度の交付決定となっています。ただ、

今年度については、昨年度末に追加補正分として３月に繰越を前提とした交付決定がされて

いますので、その分を合わせると、例年並みの事業量は確保できています」という答弁があ

りました。

次に、「河川改良費について、沖地区の保安林の関係で予定が先送りになるとのことだが、

今後の見通しについてはどう見ているのか」という質疑に対して、「沖地区については、保

安林の解除をしなければならないことと、事業認定の手続など、関係機関との協議に相当の

期間が必要になります。今、詳細設計を行っているところであり、予定としては今年度、関

係機関の協議まで完了し、来年度以降、用地買収につなげていきたいと考えています」とい

う答弁がありました。

次に、「住宅管理費について、当初見込んでいたよりも多かったとのことだが、どのような

計画で修繕が進んでいるのか」という質疑に対して、「修繕については、今回見込んでいる

のは入居を進めている長谷団地と九十九路団地についてです。修繕のやり方、内容について

は、入居が決まり次第、その入居される部屋を修繕しています」という答弁がありました。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。

議案第６号は、令和２年度八街市下水道事業会計補正予算についてです。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。

次に、議案第７号は、令和２年度八街市水道事業会計補正予算についてです。

採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。

以上、経済建設常任委員会に付託されました案件に対する審査の結果について、ご報告申し

上げました。何とぞ当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願いいたしまし

て、委員長報告を終わりにいたします。
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○議長（鈴木広美君）

ここで、経済建設常任委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

質疑なしと認めます。

これで、経済建設常任委員長報告に対する質疑を終了します。

次に、決算審査特別委員長の報告を求めます。

山田雅士決算審査特別委員長。

○山田雅士君

決算審査特別委員会に付託されました、令和元年度一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入

歳出決算及び水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につきまして、議長及び令和元年度

の監査に関わった議員を除く、議員１８名で特別委員会を設置し、審査いたしました。

審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりであります。

本特別委員会は、９月定例会において設置し、同時に各会計決算等の認定について付託され

ました。また、閉会中の継続審査の手続を行わず、会期内で全て議了することが決定し、去

る９月２４日、２５日、２９日、３０日の４日間、本会議場において、「総務常任委員会所

管事項」、「経済建設常任委員会所管事項」、「文教福祉常任委員会所管事項」及び「総

括」について、市長、副市長、教育長及び関係部課長等の出席を求め、それぞれの会計にお

ける歳入歳出の内容及びその執行状況を踏まえ、これらが本市の今後の市政運営と長期的な

財政計画をどのように結び付くかを主眼として審査いたしました。

その結果、議案第８号令和元年度八街市一般会計歳入歳出決算の認定については、採決の結

果、賛成多数のもと、認定すべきものと決定いたしました。

次に、議案第９号令和元年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、

採決の結果、賛成多数のもと、認定すべきものと決定いたしました。

次に、議案第１０号令和元年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

は、採決の結果、賛成多数のもと、認定すべきものと決定いたしました。

次に、議案第１１号令和元年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、採

決の結果、賛成多数のもと、認定すべきものと決定いたしました。

次に、議案第１２号令和元年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

採決の結果、賛成全員のもと、認定すべきものと決定いたしました。

次に、議案第１３号令和元年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定については、

採決の結果、賛成全員のもと、原案可決及び認定すべきものと決定いたしました。

決算審査特別委員会に付託されました案件に対する結果についてご報告申し上げました。

以上をもちまして、委員長報告といたします。

○議長（鈴木広美君）

ここで、決算審査特別委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

質疑なしと認めます。

これで、決算審査特別委員長報告に対する質疑を終了します。

以上で、各常任委員長及び決算審査特別委員長の報告、質疑を終了いたします。

議案第３号から議案第１３号、議案第１５号から議案第１７号の討論通告受付及び昼食のた

め休憩します。討論通告は１２時までにお願いをいたします。

午後の再開は１時１０分より再開いたします。

休憩いたします。

（休憩 午前１１時３９分）

（再開 午後 １時０９分）

○議長（鈴木広美君）

それでは再開します。

休憩前に引き続き会議を開きます。

傍聴の方に申し上げます。傍聴人は傍聴規則第８条の規定により、議事について可否を表明、

または騒ぎ立てることは禁止されております。なお、議長の注意に従わないときは、条例第

１６号第２項の規定により退場していただく場合がありますので、あらかじめ申し上げてお

きます。

これから討論を行います。

議案第４号に対し丸山わき子議員から、議案第８号に対し丸山わき子議員、山口孝弘議員か

ら、議案第９号に対し京増藤江議員、栗林澄惠議員から、議案第１０号に対し京増藤江議員、

小澤孝延議員から、議案第１１号に対し京増藤江議員、小川喜敬議員から討論通告がありま

すので、順次発言を許します。

最初に、丸山わき子議員の議案第４号、議案第８号に対する反対討論を許します。

○丸山わき子君

それでは、議案第４号、令和２年度八街市一般会計補正予算から反対討論をいたします。

この補正予算では、昨年の台風被害による農業施設復旧事業費、ひとり親家庭医療助成の県

補助金、生活困窮者自立支援事業国庫費負担金等が計上されており、一日も早い復旧と生活

安定を願うものであります。

本市でのコロナ感染者は増加傾向にあり、一層の対策が求められています。コロナ対策への

国・県約５千万円の補助金の計上となっておりますが、約１億円の減額補正をしながら、こ

れからインフルエンザ、新型コロナの同時流行への備えに対し、市独自の措置が取られてい

ないことは問題であります。国の対応が不十分であり、佐倉市、白井市では、ＰＣＲ検査費

用の確保等を進めています。市民の不安に応える市政運営を求めるものであります。

次に、マイナンバーカードへの国庫補助金９９３万３千円についてであります。今回の整備

事業費は戸籍の取り寄せ、外国に住む方の利便を図るためのシステム改修を進めるというも
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のですが、この間、マイナンバーカードの普及率引上げのために、消費税増税を機に、プレ

ミアム付き自治体ポイント事業を導入、また、来年度からは保険証として使用可能とするな

ど、この間、多額の国費を投入してきましたが、国民の不安は解決していません。個人情報

の漏えいや、カードの紛失、盗難など、問題があるマイナンバーカードの普及を強引な形で

進めようということ自体問題であり、今回のシステム整備事業費に反対するものであります。

次に、議案第８号、令和元年度一般会計歳入歳出決算に対する反対討論であります。

昨年の台風１５号は、長期間にわたる大規模な停電、家屋、農業用ハウスの損壊、農作物へ

の被害、続く２１号による大雨は、家屋への浸水、道路破損、冠水など、本市にも甚大な被

害をもたらしました。市長は対策本部をいち早く立ち上げ、その下で不眠不休の復旧にあ

たってこられた職員の皆さんに心から敬意を表します。

さて、令和元年度は復旧、復興のさなかに新型コロナウイルス感染症への対策が求められ、

慌ただしい年となり、予算執行は国との関わりで、地方財政が大きくゆがめられた中でのも

のとなりました。

まず１点目には、１０月からの消費税の引上げです。２０１４年４月に消費税８パーセント

増税以降、家計消費は世帯あたり、年２５万円も落ち込み、働く方の実質賃金も年平均１０

万円も落ち込んでいます。増税前を見越した食料品の相次ぐ値上げなどで消費者の購買心理

も冷え込み、年金や生活保護費の削減、医療、介護などの社会保障の連続改悪により、国民

生活は疲弊し切っている中での引上げとなりました。

八街市もこの引上げに伴って、公共施設の使用料や家庭雑排水収集運搬手数料、上下水道料

金に引上げ分を転嫁し、市民生活と市民活動の抑制を一層進めたことは住民の福祉増進に反

することであり、認めることはできません。

消費税法第６０条第６項の規定から、一般会計で扱う公共料金は納税額が発生せず、国への

納税義務はありません。市は、消費税法の特別措置により、納税事業者ではありません。一

般会計に入る市民から預かった消費税は、全て市の収入となります。

また、地方自治体の消費税増税によって増えた経費分は、地方交付税によって手当てされる

ことになっており、消費税増税分を機に、消費税を市民に転嫁する必要はありませんでした。

国の言いなりにならず、住民の福祉と暮らしを守る地方自治体としての役割を発揮させるこ

とが必要です。

消費税率引上げで、国民には５．７兆円もの負担を押し付ける一方で、消費の落ち込みを回

避するための景気対策として、複数税率の導入や、期限付きのキャッシュレス決済時のポイ

ント還元、プレミアム付き商品券の発行、プレミアム付き自治体ポイント事業などの対策を

実施しましたが、増税の痛みを回避することはできません。

本市のプレミアム付き商品券の申請率は３４．５９パーセント、消費に与える影響の緩和に

は到底追い付いてはいません。消費税は、もともと低所得者ほど負担の重い逆進性の税制で

す。新型コロナウイルスの感染により地域経済、市民生活は一層冷え込んでいます。今、消

費税を減税することこそ、経済を元に戻す早道であり、国に減税を求めるべきであります。
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２点目には、地方交付税の問題です。令和元年度の地方交付税は前年度比１１．７８パーセ

ント増の４０億５千８００万円となり、臨時対策債と合わせると４８億円、３億３千万円の

増となりましたが、このうち約４億円は特別交付税ですから、実質４４億円となりました。

地方交付税の代替え措置である臨時対策債は、平成２８年度より縮減しており、地方財政の

健全化に向けた第一歩でありますが、この間の市債の約６割は臨債が占めています。令和元

年度の臨債の償還金は約１０億円となり、地方交付税の約４分の１が充てられたことになり

ます。このことは経常収支比率を引き上げる一因にもなっています。解消のためには、地方

交付税の法定率の引上げを国に求めることが必要です。同時に、総務省が平成２８年度から

導入したトップランナー方式による地方交付税の算定では、総額２億２千万円もの削減とな

り、市財政を大きくゆがめてきました。国に対し、地方の財源を保障するとともに、自治体

間の財政調整機能を果たすという、本来の地方交付税の在り方を求めていくことが必要です。

３点目には、地方創生事業と市の事業の問題です。平成２７年度、安倍政権が突如として人

口減少や地域経済の対策として打ち出した地方創生事業は、令和元年度で第１期が終了しま

したが、東京一極集中が是正されて地方が元気になるどころか、人口減少と地域の疲弊をま

すます加速させるものとなっています。

八街市の人口はこの５年間に約３千３００人減少し、７万人を切っています。まち・ひと・

しごと地方創生事業の令和元年度の八街市への交付金は６６万９千円に留まり、活用できな

い状況が続いています。事業費の配分について、成果資本によるものではなく、必要度によ

る配分こそが地方自治体の活力につながります。第二次地方創生関連交付金については、地

方自治体の自主性を保障し、全ての自治体を支援する使い勝手のよい制度に改めるよう、引

き続き国に求めることが必要です。

本市の地域再生、活性化に必要なのは、安定した雇用と社会保障こそが人口減少に対する最

大の歯止めです。市の基幹産業である農林水産業の６次産業化、さらに流通、販売、中小企

業と小規模事業者の振興、地域おこし、住宅や商店のリフォーム助成制度への一層の支援、

自然再生可能エネルギーの地産地消など、地方自治体が取り組む、真の地域活性化策に取り

組むことを求めます。

４点目には、マイナンバーカードについてです。政府は何としても国民にマイナンバーカー

ドを普及させて、カードの一元化を図ろうと強力に推進しています。消費税増税対策のため

にキャッシュレス決済のポイント還元、マイナポイントの導入、２０２１年３月からはカー

ドを健康保険証として利用できるようにするなど、カードの取得率を引き上げようと躍起に

なっています。市は安易に同調することなく、マイナンバーカードはあくまでも任意である

ということをしっかり受け止めた事務を進めるべきであります。

この間のマイナンバーカードへの経費は、１億６千万円の国費、市費が投入されてきました。

個人情報の漏えい、カードの紛失、盗難への危惧など、国民の不安、市民の不安を置き去り

にしたままマイナンバーカードの普及を進めようということ自体問題であり、厳しく指摘い

たします。
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国政に絡み、大きな問題の５点目には、水余りが指摘されているにもかかわらず、国が強引

に進めてきた八ッ場ダムの問題です。令和元年度の八ッ場ダム建設への出資金は約７５０万

円、この間の出資金総額は２億５千１００万円となり、市民の大切な税金が投入されてきま

した。計画から６８年、今年４月１日の運用開始となりましたが、今後、人口減少で水需要

はさらに減り、水余りがもっと顕著になると予想されます。これから市の井戸は廃止となり、

八ッ場ダムだけではなく霞ヶ浦導水の水を買わされることになり、水道料金への影響が心配

されます。

霞ヶ浦導水事業は、難航し、計画どおりには進んでいません。この事業は中止し、今ある県

水の余剰水の活用、国、県への補助金を要求し、市民の命の水を低廉な価格で提供する取組

を求めます。

市営運営で指摘する問題は、市財政の柱、市税収アップの取組についてです。平成３１年度

予算編成にあたり、税負担の公平性の観点から、課税客体の的確な捕捉や債権確保に努め、

さらなる収納率の向上に注力すると方針を出し、滞納世帯への取組を強め、差押え７６２件

を実施しています。中でも、預貯金、給与は全体の７５．７パーセントを占め、学資保険ま

で差押えの対象としています。子育て真っただ中の世帯や、給与の差押え額を少なくしてほ

しいと訴える滞納者への容赦のない対応がされています。こうした世帯の暮らしは一層悪化

し、借金を重ねる生活に陥っています。親身な生活再建計画の中で、滞納整理を進めるべき

です。

一方、市税収全体の４割を占める固定資産税の中の償却資産への適正、かつ公正な課税の取

組は進んでいません。納税者の自発的で適正な申告義務を促すための制度や、関係法令の周

知努力、納税環境の整備を進めることが必要であります。

今、八街市に求められているのは、市民誰も取り残さない市政運営、弱者が大切にされるま

ちづくりです。社会的に弱い立場の市民を置き去りにしている市政運営であってはなりませ

ん。

まず、市営住宅の問題です。滞納する市民への市営住宅の入居拒否を止め、住民サービスに

徹することを求めます。公営住宅はセーフティーネットとしての役割があり、希望する市民

誰もが利用できる住宅提供をすべきです。

また、高齢者が多く住む笹引、交進、朝陽団地は老朽化が進み、笹引は建設から５６年、交

進は５３年となり、住環境は劣悪な状況となっています。公営住宅法は、健康で文化的な生

活を営むに足りる住宅を整備するとしていますが、耐用年数をはるかに超えた危険な住宅に

市民を住まわせること自体問題です。台風、地震、災害から入居者を守れる市営住宅の整備

は、喫緊の課題であります。高齢化が進む中で、低廉、低層の高齢者住宅の建設を求めます。

２点目には敬老会事業についてであります。２年続けての中止となりましたが、年々参加者

が減り、参加率は２割程度となっています。元気で会場に行ける一部の高齢者だけを祝う事

業となっており、全ての高齢者を祝う内容にすべきとの声が上がっています。７５歳以上の

高齢者、現在７千４００人。１人１千円の気持ちの籠もった記念品を手渡す事業に切り替え
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ても、令和元年度の予算計上分で十分対応できます。７５歳以上の全ての方を対象にした事

業への見直しを求めます。

３点目に、市民の暮らしを支える、新たなタクシーの導入が求められています。現在の高齢

者外出支援タクシー利用助成事業は、対象市民に５００円の利用券を配付しているから、平

等な対応をしていると説明していますが、申請率は僅か１２．４７パーセントにとどまって

います。市街地から離れた北部地域や南部地域の市民から、高くて使えないとの地域差、市

民がこのままでは生活できないという切実な声、悲鳴にいかに応えるのか。交通不便地域の

市民を置き去りにするような市政は許されません。市長の政治姿勢が問われます。市内どこ

の地域に住んでいても、安心して暮らせる地方自治体の役割をしっかりと果たしていくこと

を求めます。

４点目に、次代を担う子どもたちの問題で、子どもの貧困への取組についてです。厚労省が

今年７月に発表した子どもの貧困率は、子ども７人に１人、ひとり親世帯では約半数が貧困

状態にあり、３年前の前回調査から改善は見られず、児童のいる生徒の６０．４パーセント

が「生活が苦しい」と訴えています。

平成２６年に成立した子どもの貧困対策法は、子どもの将来が生まれ育った環境によって左

右されることのないよう、子どもたちに対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済

的支援等の施策推進のために、地方公共団体は、当該地域の状況に応じた施策を策定するこ

とを求めました。また、昨年見直しされた法では、子どもの貧困の解消とともに、貧困状況

にある子どものみならず、全ての子どもが心身ともに健やかに成長できるための取組を求め

ています。

しかし、本市の子ども子育て支援事業には子どもの貧困対策の充実は掲げていますが、この

５年間も、また、今後５年間の計画でも、どれだけの事業を進め、貧困対策を進めるのかの

具体的な取組は示されておりません。

貧困対策の取組の中で、就学援助制度は大きな役割を果たしています。しかし、本市の就学

援助費の受給率は全国平均の１５．１パーセントには届かないという状況が長年続いており、

その積極的な取組が必要です。

教育費の中で一番負担が大きい給食費の無償化は一番の子育て支援であり、子どもたちの健

全な発達に寄与するものであり、少子化、子どもの貧困問題への手厚い支援につながります。

全ての児童・生徒に対し、給食費の無償化の導入を計画的に進めることを検討すべきです。

令和元年度の給食費の収納未済額は前年度より２００万円減となったものの、６千１００万

円となっており、滞納児童生徒は増加しています。給食費の滞納をいつまでも放置すべきで

はありません。就学援助制度では給食費が実費支給となっていますが、当面給食費に限り、

就学援助費の対象世帯収入を引上げ、無償化の対象を拡充することを求めます。

子どもの貧困対策は義務教育だけではありません。大学生等に対する市独自の奨学金制度の

創設が待たれています。新型コロナウイルス感染拡大の中で、大学生、専門学生の学びが困

難になっています。親の収入激減や、学生自身のアルバイトができなくなっており、高等教
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育無償化プロジェクトＦＲＥＥの調査では、回答者の５人に１人が退学を検討していること

が明らかとなりました。今、抜本的な公的支援が行われなければ、学び続けることを諦める

学生が大量に生まれる事態です。学生の教育を受ける機会の均等を図り、また、貧困の連鎖

を断ち切るためにも、市独自の給付型奨学金制度を求めます。

最後に、１５億円の不用額についてです。このうち４億８千万円は、小中学校の空調設備整

備事業の繰越分による不用額で活用できませんが、その他の不用額については地方自治体の

会計は、各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもってこれに充てるという会計年度

独立の原則の下に、市民が納めた税金はその年度内で、市民サービス、福祉の充実に活用す

べきです。

例えば一区５０号線は、延長約２００メートルの拡幅事業を始めてから５年目となっていま

す。時間をかけなければならないほど工事は難航しているわけではありません。令和元年度

の土木費は１億２千万円の不用額としましたが、一旦減額補正をし、市民の安全、利便性を

図るために、一日も早い、完成に向けた取組をすべきではなかったでしょうか。

以上のことを踏まえ、２０２１年度予算にしっかりと反映できるよう求め、反対討論といた

します。

○議長（鈴木広美君）

次に、山口孝弘議員の議案第８号に対する賛成討論を許します。

○山口孝弘君

議案第８号、令和元年度八街市一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場から討論

をいたします。

昨年度を振り返りますと、まず思い浮かぶのが台風１５号による暴風雨など、かつて経験し

たことのない自然の猛威に、甚大な被害を受けた年でありました。地域によっては１週間以

上も続く大規模な停電となったことから、市民の皆さんは心身共に大きなダメージを負いな

がらの生活に困惑いたしました。

さらには、自宅などの生活基盤にようやく復旧の兆しが見えた矢先、年始からは新型コロナ

ウイルス感染症の猛威におびえながら、経済活動や日常生活を自粛しなければならない変則

的な状況となり、本市に限らず、行政運営の在り方も分岐点を迎えているところであると考

えさせられました。

そして、予定されていた行事や大会の中止、延期を余儀なくされました。中でも、９月に開

催予定であった落花生まつりは台風の影響で、１０月に開催予定であった小出義雄杯八街落

花生マラソン大会は大雨の影響で中止となり、今年度も新型コロナウイルス感染症の影響で

２年連続の開催見送りとなってしまい、残念の一言に尽きます。

昨年の台風のように想像を絶する甚大な被害が出た状況においても、市の施設はもとより、

被災した住宅の屋根や外壁などの修繕工事に対しては、被災住宅修繕緊急支援事業により、

市の基幹産業である農業のパイプハウスなどの再建に対しては、被災農業施設等復旧支援事

業により、厳しい財政状況でありながら、手厚い支援を迅速に対応されたことは、大いに評
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価できるものであります。

また、万が一の災害に備えた避難場所の整備として、防災備蓄倉庫の設置２か所、発電機や

ＬＥＤ投光器、非常食の備蓄など、日頃からの防災対策にも対応していただいております。

引き続き市民の生命と財産を守るために、しっかりとした防災対策、手厚い災害対応により

一層取り組まれますよう、お願いをいたします。

このような自然災害を引き起こす１つの要因として、地球温暖化が挙げられますが、ここ数

年は夏の気温も上昇し、エアコンは現代社会に欠かすことのできない必需品となってきてお

ります。子どもたちの学校生活では、令和元年度までに小・中学校のエアコン整備が全て完

了し、教育環境の充実を図れたことは大変喜ばしい出来事でありました。エアコンの整備を

当初計画より２年も前倒しできたことは、今年度のコロナ禍での変則的な授業形態にとって

も有意義な決断であったと思います。

子どもたちや高齢者のための施設整備としては、朝陽小学校の余裕教室を活用した児童クラ

ブの開設、川上小学校及び朝陽小学校に放課後子ども教室が開設されました。児童クラブや

放課後子ども教室の設置は、子どもたちが小学校に入学すると、親がこれまでに勤めてきた

仕事を辞めざるを得ない状況となる、いわゆる小１の壁を打破することにもつながり、さら

に学校内へ設置することで移動せずに過ごせることは、子どもたちの放課後の安全確保に役

立っております。

また、児童館建設及び老人福祉センター改修のための実施設計業務が完了いたしました。子

どもの頃は異年齢の子どもたちと触れ合うことにより、様々な体験を繰り返しながら、人と

して成長していくものであると思います。老人福祉センターは老朽化に伴う改修とともに、

福祉避難所としての機能も備えるため、バリアフリー設計となっており、利便性の向上が期

待できます。現在、両施設とも着々と工事が進んでおり、完成が待ち遠しいものであります。

公共施設の耐震化につきましては全国的な課題となっておりますが、耐震強度不足であった

第二庁舎が解体されました。当面の跡地利用は、来庁者用の駐車場として整備されましたが、

将来的には庁舎の配置や機能性、また、コロナ禍において提唱されている新しい生活様式に

も注視し、第二庁舎跡地の有効活用を考えていただきたく思います。

将来につながる施策としては、八街市総合計画２０１５に掲げる将来像、「ひと・まち・み

どりが輝くヒューマンフィールド八街」を具現化する指針として新たに策定された「八街市

行財政改革プラン」を拝見しますと、人・組織の改革、資産・経営の改革、市民協働、情報

化の推進の基本方針を軸に、８つの施策を掲げて、具体的な行動計画が示されており、達成

に向け、スピード感を持った着実な取組を要望いたします。

さらに、新たな試みとして、八街市と千葉工業大学が情報共有の推進や意思決定の迅速化な

どを図るために、包括的な連携に関し協定を締結し、街づくりや地域経済活動活性化などに

ついてＩＣＴを活用することとなり、地域社会の進展と人材の育成に力を入れております。

そのほかにも、くらしの便利帳及び市勢要覧の発行、南部老人憩いの家の空調設備の整備、

風しん抗体検査の拡充、子育て世代包括支援センターの開設準備、農業後継者対策の推進、
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道路環境の整備、八街ドラマフェスティバルの開催、八街イングリッシュキャンプの実施な

ど、市民ニーズに合わせ、バランスの取れた各種事業を展開しております。

こうした積極的な市政運営を行っておりますが、本市の財政力は決して盤石とは言えません。

しかしながら、人口が減少しているにもかかわらず、市税は収入額、収入率ともに上昇して

おり、約１億５千万円の増収、やちまた応援寄附金につきましても、前年度と比較し、災害

支援寄附の約１千７００万円を含みながらも、約３千４００万円の増収となっております。

財政指標に関しましては、経常収支比率は前期同率、財政力指数は依然として低い水準では

あるものの、３か年平均では、ここ数年上昇を続けております。また、財政の健全性で、そ

の指標の一部となる財政調整基金の残高は、前年度比で約３億４千３００万円減少したもの

の、収束が見えない災害復旧、復興などに伴い、繰入額がかさんだことであると想像できま

す。

一方、令和元年度末時点の起債残高は２期連続で前年度より増額となっておりますが、これ

も小・中学校の空調設備整備に関する国の補助を活用するがゆえの前倒しが大きく影響して

いると判断いたします。

このように、現時点でできる市民サービスの充実を図りつつ、十分ではないにしても、財政

健全化を確保できたことを評価させていただくとともに、オール八街で一丸となってこのコ

ロナ禍の難局を乗り越え、ますますの改善と進展を期待いたしまして、賛成討論といたしま

す。

○議長（鈴木広美君）

次に、京増藤江議員の、議案第９号、議案第１０号、議案第１１号に対する反対討論を許し

ます。

○京増藤江君

それでは、まず、議案第９号、八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算に反対討論をいた

します。

国保税の収納率はこの間上がっているものの、令和元年度現年度分は、８８．３８パーセン

ト、過去分との全体では６０．０９パーセントで、県下最低クラスです。不納欠損額は前年

度比約７８６万１千円減額、収入未済額は約１億８千５１７万３千円の減額となっています。

しかし、平成３０年度の不納欠損額は、前年度比約３千８４０万５千円の減額、そして、平

成２９年度は約２千５９５万４千円の減額でした。また、収入未済額は、平成３０年度には

約２億２０５万３千円の減額、平成２９年度は約２億２千４５万４千円の減額であったこと

と比較すると、令和元年度の減額は顕著に減っており、消費税増税、減収等により生活が厳

しくなる中で、徴収強化をすることに無理があります。

資格証明証は、この間、２００世帯以上、被保険者世帯の１．５から１．６パーセントに交

付しています。また、保険証の滞留世帯は令和元年度２４６世帯でした。全世帯に対し、正

規の保険証を交付するよう求めます。

所得０円から２００万円未満の滞納世帯は５９．７パーセントを占めており、払いたくても
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払い切れない状況が長年続いており、恒常的低所得者に対する国保税減免実施を強く求めま

す。

後期高齢者支援金等分は、国保加入世帯が減っているにもかかわらず、前年度比約１千５４

４万８千円増加の約６億６３０万４千円です。７５歳以上の人が増えれば、それに比例して

支援金等分を増やせば、国保税に反映され、今でも高過ぎる国保税引上げにつながり、滞納

者を増やします。国、県の補助金を増やすよう要求すべきです。

１人当たりの医療費増加の中、健康診断者数や人間ドック受診者数が増加しているというよ

うな賛成討論がありました。保険事業については、人間ドックへの助成は評価できますが、

体や心の健康増進、病気予防に対し、もっと積極的な施策が必要と思います。喫煙や飲酒、

パチンコなど、依存症に関わることについて、各年代において、注意喚起、啓蒙等を求めま

す。誰もが安心して病院にかかれるようにするために、全国市長会も要求している１兆円の

公費負担の実施により、均等割を廃止し、国保税を協会けんぽ並みに引き上げることを求め

ます。

以上の理由から、議案第１０号に反対します。

続きまして、議案第１０号、令和元年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算に反対

討論をいたします。

制度創設に対する国民多数の反対を押し切って、平成２０年に制度が創設されましたが、制

度創設２年後の平成２２年には、不納欠損件数は２８４件でした。いかに過酷な制度か分か

ります。徴収強化に努め、不納欠損数が１００件以下の年もありましたが、平成２８年度以

降は１００件を超えています。

令和元年度は催告書や督促状など、合計２千７６５通送付しているものの、不納欠損数は２

番目に多い２１６件でした。不納欠損額は平成３０年度と比べますと、約２５４万２千円増

加の約７０４万２千円と、制度発足以来、最高となりました。

令和元年度は介護保険の低所得者の保険料を軽減する一方、後期高齢者医療保険の低所得者

に適用されている保険料の軽減特例が９割から８割に縮小され、保険料が４千１００円も引

き上げられる中で、収納率は前年度比で僅かに上がりました。しかし、平成３０年度の収納

率は制度開始以来最も低い９５．６３パーセントであり、令和元年度の収納率は上がったと

いっても、平成２４年度と並んで２番目に低い９５．７０パーセントと、県下最低クラスが

続いています。次年度は制度廃止により、さらに４千１００円の負担増となり、払いたくて

も払えない状況が広がることが懸念されます。

賛成討論において、介護保険料の軽減などが実施されていますが、後期高齢者医療保険料の

収納率向上は喫緊の課題ですというようなことが述べられました。しかし、２つの制度の保

険料の一方は引き下げ、一方は同額程度引き上げるような方法は、１人の人が支払う保険料

の額に大差はなく、保険料滞納の解決にはなりません。年金引下げ、消費税増税等による負

担増が続く中、収納率を引き上げるためには、後期高齢者医療保険料の特例軽減措置の復活

等による保険料引下げが必要です。
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八街市は保険料滞納者に交付される短期保険証を、平成２５年８月から中止しました。この

ような高齢者の医療、暮らしを守る施策こそが必要であり、滞納せざるを得ない低所得者に

対し、生活状況を聞き取り、生活保護等につなげるよう求めます。

７５歳以上を別枠の医療保険に囲い込み、負担増と差別医療を押し付ける後期高齢者医療制

度はうば捨て山だと怒りの世論が広がり、制度導入時に保険料軽減の特例措置を設けざるを

得ませんでした。高齢者が増えるほど保険料が高くなる制度では、高齢者の健康、暮らしを

守ることはできません。

制度廃止を求め、議案第１０号に反対いたします。

すみません。先ほど、議案第９号に反対したんですけれど、「議案第１０号」と最後に言っ

てしまいました。「議案第９号に反対します」と訂正させていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。

○議長（鈴木広美君）

京増議員、今のは議案第１０号の反対討論でよろしいんですよね。

○京増藤江君

最初に議案第９号。

○議長（鈴木広美君）

最初は第９号でよろしいんですが、その次に議案第１０号のところを言い間違えております

ので、議案第１０号ということでよろしいですよね。訂正でよろしいですね。

○京増藤江君

はい。失礼いたしました。

続きまして、議案第１１号、令和元年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算に反対討論を

いたします。

令和元年度の収納率は、９０．２３パーセントと、前年度比０．５１パーセントと上がった

ものの、県下最低クラスが続いています。不納欠損額は約４６７万５千円、収入未済額は２

千１１８万９千円増加しました。普通徴収者が最も多く、滞納者割合も高い保険料第１段階

では、保険料基準額が４千７００円引き下げられ、令和元年度の滞納割合は前年度比約３．

０１パーセント減って１９．０パーセントとなり、保険料引下げの効果が現れています。第

一段階に対しては、来年度も同額の引下げが実施されますが、さらに保険料引下げを拡充し、

誰もが払える介護保険料を設定すべきです。令和元年度に７人に適用された保険料滞納によ

るサービス制限があってはなりません。

賛成討論において、平成１２年に制度を創設してから高齢者が２倍に増加する中、健康教育

を増進し、保健推進員の充実がされましたという意見が述べられました。

保険給付については高齢化を反映して増加しています。しかし、市民の経済状況から必要な

サービスを抑制せざるを得ない状況は、平成１２年に制度創設以来の問題です。例外はあり

ますが、３年ごとの制度見直しのたびに、保険料の値上げと制度改悪が進められ、自己負担

の限度額があっても１割から３割の自己負担が重く、必要なサービスを諦める状況が続いて
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います。介護離職にもつながる保険あって介護なしと言われる状況を改め、必要な人が安心

して介護を受けられる制度にしなければなりません。

特養ホームについては、市内全体の特養ホームの定員は増えているものの、令和元年度の待

機者は７４人です。早期の解消が必要です。併せて、要介護１、２の方の待機の解消を求め

ます。また、介護者の負担を減らすために、介護予防におけるショートステイの充実も必要

です。

最後に、次期第８期制度において、介護保険料の引上げをせず、要介護１、２を制度から外

すなどの制度改悪に反対し、制度を充実させ、利用料については収入や生活実態に合った金

額にするなど、介護を必要とする人も家族も安心できる制度にするよう、国に意見を上げる

ことを求め、議案第１１号に反対します。

○議長（鈴木広美君）

次に、栗林澄惠議員の議案第９号に対する賛成討論を許します。

○栗林澄惠君

議案第９号、令和元年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成の

立場から意見を述べさせていただきます。

本市の国民健康保険は、人口減少及び少子高齢化の進行により、被保険者は減少傾向にあり

ます。また、制度の担い手である現役世代の被保険者も減少しています。よって、国保の運

営の根幹である保険税も減収傾向にあります。また一方、加入者の高齢化により医療費の上

昇は続いており、国保運営は財政的に厳しい状況に置かれています。

こうした中、平成３０年度から、都道府県が市町村と共に国保運営を担い、都道府県が財政

運営の責任主体として継続可能な財政運営の実現に向け、中心的な役割を担うこととなり、

本市の国保財政は平成３０年度に続き、令和元年度も一般会計からの法定外の繰入れをしな

い財政運営を実現しております。

歳入については、保険税の収納において、被保険者の減収に伴う保険税収が減少する中、口

座振替納付の利用促進や広報紙への掲載、各種啓発活動、また、ペイジー口座振替受付サー

ビスを開始するなどの納税しやすい環境を整えたことにより、現年度課税分の収納率は、前

年度比で０．８６パーセントの増と、上昇の傾向が見られます。このことは納税率向上に努

められた成果であると考えます。

また、歳出については、ここ数年、被保険者が減少傾向にあることも起因して、保険給付費

総体は減少傾向にあります。高齢化の進行や高度医療の普及等に伴い、全国的にも１人当た

りの医療費は増加している中で、継続的な保健事業の推進により、健康への意識啓発が図ら

れ、特定健康診査、人間ドック等の受診率は年々向上しています。このことは被保険者への

健康増進に向けた取組の成果であると思われます。

国民健康保険は、被保険者である市民の皆様の健康を守るという重要な役割を担う制度であ

ります。今後も県と共同して国民健康保険事業の運営にあたり、保険事業の充実と医療の医

療の適正化、保険税収納率の向上に積極的に取り組んでいただくことを要望いたしまして、
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賛成討論といたします。

○議長（鈴木広美君）

次に、小澤孝延議員の議案第１０号に対する賛成討論を許します。

○小澤孝延君

議案第１０号、令和元年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、賛

成の立場から意見を述べさせていただきます。

後期高齢者医療制度は原則７５歳以上の方を対象に、安心して医療を受けることができるよ

う、平成２０年度から創設された医療保険制度であります。高齢化が進み、被保険者や医療

費が増加する中、保険料の軽減措置が講じられるなど、着実に制度が定着し、成果が上げら

れてきています。

令和元年度は、保険料軽減特例の見直しが行われ、段階的に縮小されていきますが、社会保

障充実策として、介護保険料軽減や年金生活者、支援給付金の支給等対策が講じられており

ます。

八街市の後期高齢者医療保険における被保険者は、令和２年３月末で８千８０９人、前年度

比で１９３人、２．２４パーセントの増加で、八街市の総人口６万９千１６９人の１２．７

４パーセントにあたり、市全体の人口が減少する中、増加を続けております。

広域連合へ納付した保険料等負担金も６億２千９０１万１千６５１円で、前年度比で７．０

６パーセント増加しています。その一方で、滞納繰越分を含めた保険料収納率は、９５．７

０パーセントと、昨年より０．０６ポイント増加しておりますが、県内ではワースト２位と

いう状況であり、収納率向上は喫緊の課題であります。

このような中でも後期高齢者医療制度は都道府県単位の広域連合が運営主体となるため、ま

すます増加が予想される高齢者の医療費に対して、広域化による財政基盤の強化が図られ、

安定的な制度運営が継続されていくものと思っています。

今後も千葉県や広域連合と連携を図りながら、被保険者である高齢者の方々にご理解をいた

だき、持続可能な安心できる医療制度の構築に一層努力をいただくよう要望し、賛成討論と

いたします。

○議長（鈴木広美君）

次に、小川喜敬議員の議案第１１号に対する賛成討論を許します。

○小川喜敬君

私は、議案第１１号、令和元年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、

賛成の立場から意見を述べさせていただきます。

令和元年度末における本市の６５歳以上の高齢者人口は２万８５３人であり、また、要介護、

要支援認定者は２千７８５人であります。制度開始の平成１２年度当初と比較いたしますと、

高齢者人口はおよそ２．３倍に、要介護、要支援認定者はおよそ３．３倍の増加傾向にあり、

高齢化社会が急速に進展する上で、いわゆる団塊の世代が、令和７年、２０２５年には７５

歳以上の後期高齢化を迎える状況であり、今後ますます介護保険制度が老後を支える制度と
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して定着、かつ拡充が求められているところと思います。

令和元年度は第７期（２０１８年から２０２０年度）高齢者福祉計画・介護保険事業計画を

一体化して策定しており、この計画の２か年目を迎えるところでございますが、この計画の

中において、「健康と思いやりにあふれる街」を実践するという基本理念を掲げており、６

つの基本目標を柱にしている計画ですが、その１つとして、介護保険サービスの充実では、

本年４月に八街北中学校区において、特別養護老人ホーム１施設９０床を開所されました。

介護施設の充実が図られているところであります。

続きまして、生涯にわたる健康づくりの推進においては、介護を要する状態にならないよう、

介護予防運動教室等を開催し、健康教育の充実と介護予防の普及、啓発を図っております。

また、高齢者が安心して暮らすことができるまちづくりにおいては、市の広報紙やホーム

ページ、メール配信に加え、保健推進員の充実、地域の民生委員を通じて必要な情報提供が

行われていると同時に、見守りが必要な高齢者や災害時に援助を要する高齢者の情報提供等

を行い、きめ細やかな情報交換が交わされています。民生委員、担当職員のご労苦が窺われ

るところでございます。

また、介護給付費については、第７期２か年目において、給付費の見込みに大きな乖離はな

いと聞いており、堅実な介護保険運営をされているのではないかと感じているところでござ

います。介護保険財政の健全性、持続性の確保に十分努力されていると思われます。

今後も平成３０年３月に策定された、第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づいて、

本市の実情を踏まえた高齢者福祉の拡充、介護保険財政の健全性、持続性の確保を要望いた

しまして、令和元年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に賛成いたします。

○議長（鈴木広美君）

ほかに討論の通告はありません。

これで討論を終了いたします。

これから採決を行います。採決は分割して行います。

最初に、議案第３号、八街市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを採決い

たします。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第３号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１５号、八街市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）
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○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第１５号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１６号、八街市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

の制定についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第１６号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第４号、令和２年度八街市一般会計補正予算についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 多 数）

○議長（鈴木広美君）

起立多数です。議案第４号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第５号、令和２年度八街市介護保険特別会計補正予算についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第５号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第６号、令和2年度八街市下水道事業会計補正予算についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第６号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第７号、令和２年度八街市水道事業会計補正予算についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第７号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第８号、令和元年度八街市一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は認定です。この議案は原案のとおり認定することに賛成の議

員の起立を求めます。
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（起 立 多 数）

○議長（鈴木広美君）

起立多数です。議案第８号は原案のとおり認定されました。

次に、議案第９号、令和元年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを

採決します。

この議案に対する委員長報告は認定です。この議案は原案のとおり認定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 多 数）

○議長（鈴木広美君）

起立多数です。議案第９号は原案のとおり認定されました。

次に、議案第１０号、令和元年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを採決します。

この議案に対する委員長報告は認定です。この議案は原案のとおり認定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 多 数）

○議長（鈴木広美君）

起立多数です。議案第１０号は原案のとおり認定されました。

次に、議案第１１号、令和元年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを採

決します。

この議案に対する委員長報告は認定です。この議案は原案のとおり認定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 多 数）

○議長（鈴木広美君）

起立多数です。議案第１１号は原案のとおり認定されました。

次に、議案第１２号、令和元年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを

採決いたします。

この議案に対する委員長報告は認定です。この議案は原案のとおり認定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第１２号は原案のとおり認定されました。

次に、議案第１３号、令和元年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

を採決します。

この議案に対する委員長報告は原案可決及び認定です。この議案は原案のとおり可決及び認

定することに賛成の議員の起立を求めます。

（起 立 全 員）
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○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第１３号は原案のとおり可決及び認定されました。

次に、議案第１７号、八街市立小中学校ＧＩＧＡスクール構想タブレット型ＰＣ端末購入に

係る契約の締結についてを採決します。

この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。議案第１７号は原案のとおり可決されました。

決算審査特別委員会に付託されていた案件については、ただいま本会議において全て認定、

並びに原案可決及び認定されました。

これで決算審査特別委員会を解散いたします。

本日の日程は、全て終了しました。

会議を閉じます。令和２年９月第３回八街市議会定例会を閉会します。

この定例会は、終始熱心な審議を経て、全ての案件を議了し、ただいま閉会になりました。

執行部は、各議員から出されました意見を十分尊重し、市政を執行されますよう強く要望い

たしまして、閉会のご挨拶といたします。

議員の皆様に申し上げます。この後、全員協議会を開催しますので、議員控室にお集まりく

ださい。

ご苦労さまでした。

（閉会 午後 ２時１７分）
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○本日の会議に付した事件

１．発議案の上程

発議案第４号、発議案第５号

提案理由の説明

委員会付託省略、質疑、討論、採決

２．議案第１４号

委員長報告、質疑、討論、採決

３．議案第３号から議案第１３号、

議案第１５号から議案第１７号

委員長報告、質疑、討論、採決

………………………………………………………………………………………………………………

発議案第４号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の

確保を求める意見書の提出について

発議案第５号 新型コロナウイルス感染におけるＰＣＲ検査の拡充を求める意見書の提出について

議案第３号 八街市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４号 令和２年度八街市一般会計補正予算について

議案第５号 令和２年度八街市介護保険特別会計補正予算について

議案第６号 令和２年度八街市下水道事業会計補正予算について

議案第７号 令和２年度八街市水道事業会計補正予算について

議案第８号 令和元年度八街市一般会計歳入歳出決算の認定について

議案第９号 令和元年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第10号 令和元年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第11号 令和元年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第12号 令和元年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第13号 令和元年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

議案第14号 指定管理者の指定について

議案第15号 八街市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定

について

議案第16号 八街市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

議案第17号 八街市立小中学校ＧＩＧＡスクール構想タブレット型ＰＣ端末購入に係る契約の

締結について



－211－

上記会議の次第を記載し、その相違ないことを証明するためにここに署名する。

令和 年 月 日

八街市議会議長 鈴 木 広 美

八街市議会議員 小 向 繁 展

八街市議会議員 栗 林 澄 惠
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※発言の取り消し及び訂正の表記について

■発言の取り消し＝発言の内容を記載せず、棒線（―――）により表示してい

ます。

■発 言 の 訂 正＝発言のとおり記載してあります。その際、訂正部分にアン

ダーライン（○○○）を引き、会議中に発言が訂正された

ことを示してあります。


